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第１回教育委員会（定例会）次第

１．開会

２．前回の会議録の承認

３．教育長の報告 別添 資料№１のとおり

４．議事 ページ

（１）議案

議案第 １号 教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするものを

定める条例等の一部を改正する条例（案）について･････････････････････別紙

議案第 ２号 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（案）について･････別紙

議案第 ３号 戸田市教育委員会教育長の事務の委任又は代理に関する規則（案）に

ついて････････････････････････････････････････････････････････････別紙

議案第 ４号 戸田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則（案）について･･･････別紙

議案第 ５号 戸田市教育委員会会議規則の一部を改正する規則（案）について･････････別紙

議案第 ６号 戸田市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則（案）について･･･別紙

議案第 ７号 戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案）について･･･別紙

議案第 ８号 戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則（案）

について･･････････････････････････････････････････････････････････別紙

議案第 ９号 戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則（案）に

ついて････････････････････････････････････････････････････････････別紙

議案第１０号 戸田市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令（案）について･････････別紙

議案第１１号 戸田市学童等災害共済条例を廃止する条例（案）について････････････････１

議案第１２号 戸田市学童等災害共済条例施行規則を廃止する規則（案）について････････３

議案第１３号 平成２６年度一般会計教育委員会関係３月補正予算（案）について････････４

議案第１４号 平成２６年度学童等災害共済事業特別会計３月補正予算（案）について････７

議案第１５号 平成２７年度一般会計教育委員会関係予算（案）について････････････････８

議案第１６号 平成２７年度海外留学奨学事業特別会計予算（案）について･････････････１５



５．その他

（１）次回の教育委員会の日程（案）

平成２７年２月１９日（木）午前９時３０分～

（２）その他

６．閉 会



地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部改正に伴う本市関係例規の

整備について

議案第 １号 教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするものを

定める条例等の一部を改正する条例（案）について……………………………７

議案第 ２号 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（案）について……１３

議案第 ３号 戸田市教育委員会教育長の事務の委任又は代理に関する規則（案）に

ついて………………………………………………………………………………１４

議案第 ４号 戸田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則（案）について………１５

議案第 ５号 戸田市教育委員会会議規則の一部を改正する規則（案）について…………１６

議案第 ６号 戸田市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則（案）について…１９

議案第 ７号 戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案）について…２０

議案第 ８号 戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則（案）

について……………………………………………………………………………２１

議案第 ９号 戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則（案）に

ついて………………………………………………………………………………２２

議案第１０号 戸田市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令（案）について…………３５

教 育 総 務 課
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　　　　　　（別紙）議案第１号～議案第１０号



地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容及び

今後の対応について

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）の改正内容

（平成２６年６月２０日公布、平成２７年４月１日施行）

(1) 改正の趣旨

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政におけ

る責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長と教育委員会との連

携の強化、地方に対する国の関与の見直し等、教育委員会制度の抜本的改革

を行う。

(2) 主な改正点

① 教育行政における責任体制の明確化

ア 教育委員長と教育長を一本化した新教育長を置く。

イ 新教育長は、首長が議会の同意を得て、直接任命・罷免を行う。

ウ 新教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表（教育委

員会会議の主宰者、具体的な事務執行の責任者、教育委員会事務局の指

揮監督者）する。新教育長の任期は、３年とする。

エ 新教育長は、委員の中から職務代理者を選任する。

② 新教育長へのチェック機能の強化及び教育委員会会議の透明化

ア 教育委員は、委員定数３分の１（新教育長を除く４名の委員の 1/3＝

２名）以上で会議招集の請求ができる。

イ 新教育長は委任された事務の管理・執行状況について教育委員会に報

告しなければならない。

ウ 教育委員会会議の透明化のため、会議の議事録（要点筆記ではなく、

会議での発言を全て記載したもの）を作成・公表するよう努めなければ

ならない。

③ 総合教育会議の設置・教育に関する大綱の策定

ア 首長は、総合教育会議を設ける。（平成２７年４月１日必置ではない

が、改正法施行後できるだけ早めに設置すること）

会議は、首長が招集し、首長及び教育委員会により構成される。会議

は原則公開し、会議の議事録（要点筆記ではなく、会議での発言を全て

記載したもの）を作成・公表するよう努めなければならない。
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イ 首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議・調整し、教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を策定する。（既に定

められている教育振興計画等をもって大綱に代えると総合教育会議で判

断した場合には、別途大綱を策定する必要はない。）

ウ 大綱の主たる記載事項は各地方公共団体の判断に委ねられているが、

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な

放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の

充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項につ

いての目標や根本となる方針が考えられる。

また、大綱は首長の任期、教育振興計画等の計画期間を勘案し、４～

５年に１回策定されることを想定している。

エ 総合教育会議における協議・調整事項

・大綱の策定

・教育の条件整備など重点的に講ずべき施策

・児童生徒等の生命・身体の保護など緊急の場合に講ずべき措置

オ 総合教育会議の開催回数等

大綱策定年には複数回開催されることが想定されるが、回数については

適宜

(3) 国の地方公共団体への関与の見直し

児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の必要

がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示することができるこ

とを明確化

(4) その他

① 改正法施行時における旧教育長は、委員としての任期満了まで従前の例

により在職する。（現行どおり教育委員長と教育長が在職する。）

② 政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会を引き続き

合議制の執行機関とし、総合教育会議で首長と協議・調整は行うが、最終

的な執行権限は教育委員会に留保されている。

(5) 施行期日

平成２７年４月１日
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２ 地教行法の改正により改正が必要な例規

主に、・地教行法の改正による条ズレ ・教育委員長職の廃止 ・教育長の

位置付けの変更 ・教育委員のチェック機能の強化 による改正

区分 名 称 所管課

条

例

① 戸田市議会委員会条例 議会事務局

② 教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職

務権限とするものを定める条例

人事課③ 戸田市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償

に関する条例

④ 戸田市特別職報酬等審議会条例

⑤ 戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例
教育総務課

⑥ 戸田市海外留学奨学資金等給与条例

規

則

⑦ 戸田市行政組織規則 経営企画課

⑧ 管理職員等の範囲を定める規則 人事課

⑨ 戸田市教育委員会教育長の事務の委任又は代理に関する

規則（新規制定）

教育総務課

⑩ 戸田市教育委員会公告式規則

⑪ 戸田市教育委員会会議規則

⑫ 戸田市教育委員会会議傍聴人規則

⑬ 戸田市教育委員会事務局組織規則

⑭ 戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

（廃止）

⑮ 戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

訓令 ⑯ 戸田市教育委員会公印規程

＊網掛けの例規については、教育総務課で一括改正せず、所管課に改正を依頼

した例規（教育委員会制度改革以外の改正等があるため）

３ 条例改正について

教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするもの

を定める条例等の一部を改正する条例について
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…教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするもの

を定める条例、戸田市特別職報酬等審議会条例、戸田市教育委員会教育長の

給料等に関する条例及び戸田市海外留学奨学資金等給与条例を一括して改正

（上記表の②・④・⑤・⑥の条例）

【改正点】

・教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするも

のを定める条例の一部改正について（第１条）

→地教行法の改正による条ズレに伴う改正

・戸田市特別職報酬等審議会条例の一部改正について（第２条）

→教育長が一般職から特別職に位置づけられることによる改正

・戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の一部改正について

（第３条）

→教育長の給料等を条例で定めなければならないと規定されている教育

公務員特例法第１６条が削除され、その根拠法令が地方自治法第２０４

条になったことによる改正及び字句の整理

・戸田市海外留学奨学資金等給与条例の一部改正について（第４条）

→教育委員長職の廃止に伴う改正及び字句の整理

【施行期日】

平成２７年４月１日

４ 規則・訓令改正について（上記表の⑧～⑯の規則・訓令）

【改正点】

・管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について

→教育長が一般職から特別職に位置づけられることによる改正

・戸田市教育委員会教育長の事務の委任又は代理に関する規則の新規制定

について

→教育長職務代理者（委員のうちから教育長が指名）が行う職務のうち、

具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執

行を行うことが困難な場合、地教行法第２５条第４項の規定に基づき、

その職務を教育委員会事務局職員に委任するための規則
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・戸田市教育委員会会議規則の全部改正について

→教育委員長職の廃止・教育長の教育委員会会議での役割の変更に伴う

改正、教育長職務代理者の任期の規定、教育委員のチェック機能の強化

（教育委員からの会議招集請求についての規定、教育長が委任された事

務の管理・執行状況の報告に関する規定及びその報告時期の規定）に伴

う改正及び字句の整理

・戸田市教育委員会公告式規則の一部改正について

→地教行法の改正による条ズレに伴う改正及び字句の整理

・戸田市教育委員会会議傍聴人規則の一部改正について

→教育委員長職の廃止・教育長の教育委員会会議での役割の変更に伴う

改正及び字句の整理

・戸田市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

→地教行法の改正による条ズレに伴う改正及び字句の整理

・戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止について

→教育委員会の指揮監督のもとに教育委員会事務局の事務をつかさどる

教育長の職務代理者は、これまで教育部長（教育部長に事故があるとき

は、次長）とされてきたが、地教行法の改正に伴い、教育長職務代理者

は教育委員会委員のうちから教育長が指名することとされたため、旧制

度の規則を廃止する。

・戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について

→地教行法の改正による条ズレに伴う改正

・戸田市教育委員会公印規程の一部改正について

→教育委員長職・教育委員長職務代理者職の廃止に伴う改正

【施行期日】

平成２７年４月１日
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教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするも

のを定める条例等の一部を改正する条例（案）

（教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするもの

を定める条例の一部改正）

第１条 教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とする

ものを定める条例（平成１９年条例第２４号）の一部を次のように改正する。

本則中「第２４条の２第１項」を「第２３条第１項」に改める。

（戸田市特別職報酬等審議会条例の一部改正）

第２条 戸田市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年条例第２５号）の一部を

次のように改正する。

第２条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める。

（戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の一部改正）

第３条 戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例（昭和３９年条例第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項」

を「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に、「基き」

を「基づき」に改める。

（戸田市海外留学奨学資金等給与条例の一部改正）

第４条 戸田市海外留学奨学資金等給与条例（昭和５３年条例第５号）の一部

を次のように改正する。

第５条第１項第２号及び第３号を次のように改める。

(2) 教育委員会教育長

(3) 学識経験者 若干名

第５条第１項第４号を削り、同条第２項中「前項第４号」を「前項第３号」

に改め、同条第３項中「第１項第１号から第３号まで」を「第１項第１号及

び第２号」に、「、その」を「その」に、「第４号」を「同項第３号」に改

める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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教育委員会に属する職務権限のうち特例として市長の職務権限とするものを定める条例（第１条関係）新旧対照表

改正前 改正後(案）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第２４条の２第１項の規定により、市長が管理し、及

び執行することとする教育に関する事務を次のとおり定める。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第２３条第１項の規定により、市長が管理し、及び執

行することとする教育に関する事務を次のとおり定める。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

附 則 （略） 附 則 （略）
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戸田市特別職報酬等審議会条例（第２条関係）新旧対照表

改正前 改正後(案）

第１条 （略） 第１条 （略）

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 市長は、議員報酬並びに市長及び副市長の給料（以下「議

員報酬等」という。）の額に関する条例を議会に提出しようと

するときは、あらかじめ、議員報酬等の額について審議会の意

見を聴くものとする。

第２条 市長は、議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料

（以下「議員報酬等」という。）の額に関する条例を議会に提

出しようとするときは、あらかじめ、議員報酬等の額について

審議会の意見を聴くものとする。

第３条～第７条 （略） 第３条～第７条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）
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戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例（第３条関係）新旧対照表

改正前 改正後(案）

（目的） （目的）

第１条 この条例は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）

第１６条第２項の規定に基き、戸田市教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）の給料、その他の給与及び勤務時間等に

ついて定めることを目的とする。

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０４条第３項の規定に基づき、戸田市教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）の給料、その他の給与及び勤務時間等

について定めることを目的とする。

第２条～第６条 （略） 第２条～第６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）
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戸田市海外留学奨学資金等給与条例（第４条関係）新旧対照表

改正前 改正後(案）

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

第５条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 第５条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) （略） (1) （略）

(2) 教育委員会委員長 (2) 教育委員会教育長

(3) 教育委員会教育長 (3) 学識経験者 若干名

(4) 学識経験者若干名

２ 前項第４号の委員は、教育委員会が市長と協議して委嘱する。 ２ 前項第３号の委員は、教育委員会が市長と協議して委嘱する。

３ 委員の任期は、第１項第１号から第３号までにあっては、そ

の在任期間とし、第４号にあっては４年とする。

３ 委員の任期は、第１項第１号及び第２号にあってはその在任

期間とし、同項第３号にあっては４年とする。

第６条～第１６条 （略） 第６条～第１６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（案）

管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年公平委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。

別表第１教育委員会事務局の項中「教育長、」を削る。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会教育長の事務の委任又は代理に関する規則（案）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２５条第４項の規定に基づき、教育長の事務を委任し、又は代理させる者とし

て次のとおり指定する。

(1) 教育部長

(2) 教育部長に事故があるとき又は教育部長が欠けたときは、次長の職にあ

る職員。ただし、次長が２人以上あるときは、あらかじめ教育委員会が定

めた順序でその職務を代理する。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則（案）

戸田市教育委員会公告式規則（昭和３１年教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「第１４条第２項」を「（昭和３１年法律第１６２号）第１５条第

２項」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会会議規則（案）

戸田市教育委員会会議規則（昭和３１年教育委員会規則第４号）の全部を改

正する。

目次

第１章 職務代理者（第１条・第２条）

第２章 会議（第３条―第１８条）

第３章 会議録（第１９条―第２２条）

附則

第１章 職務代理者

第１条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、委員のうちから

教育長が指名するものが教育長の職務を代理する。

第２条 職務代理者の任期は、１年とする。ただし、再任されることができる。

第２章 会議

第３条 教育委員会の会議（以下「会議」という。）は、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）に規定するもののほか、

この規則の定めるところによる。

第４条 会議は、教育長が必要であると認めるときに招集する。

２ 教育長は、委員の定数の３分の１以上の委員から会議に付議すべき事件を

示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集する。

第５条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を

あらかじめ各委員に通知して行う。

第６条 各委員は、各招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなけれ

ばならない。

２ 委員は招集に応ずることができないときは、この事由を具して会議開会前

までに教育長に届け出なければならない。

第７条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第８条 教育長は、戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和５２

年教育委員会規則第１号）の規定により委任された事務の管理及び執行の状

況について、必要に応じ、会議で報告する。

第９条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認
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(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第１０条 委員は、動議を提出することができる。

２ 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければ

ならない。

第１１条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発

言しなければならない。

第１２条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第１３条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許

可する時間内において事情を述べることができる。

第１４条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決し

なければならない。

第１５条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

２ 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票

によって採決することができる。

第１６条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

第１７条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要

な事項は、別に定める。

第１８条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育

長が会議に諮って定める。

第３章 会議録

第１９条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名したものにこれを作成さ

せる。

２ 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第２０条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の内容

(5) 議題及び議事の内容及び審議経過
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(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその内容

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第２１条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長

はこれを会議に諮って決定する。

第２２条 この章に定めるもののほか会議録について必要な事項は、教育長が

会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則（案）

戸田市教育委員会会議傍聴人規則（平成１４年教育委員会規則第２号）の一

部を次のように改正する。

第２条中「委員長」を「教育長」に改める。

第５条第１項第１号中「、人」を「人」に改め、同項第２号中「、プラカー

ド」を「又はプラカード」に改め、同項第３号中「、無線機」を「又は無線機」

に改め、同条第２項中「委員長」を「教育長」に、「第５号」を「第４号」に

改め、同条第３項中「委員長」を「教育長」に改める。

第８条中「委員長」を「教育長」に改める。

第１号様式及び第２号様式中「戸田市教育委員会委員長」を「戸田市教育委

員会教育長」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案）

戸田市教育委員会事務局組織規則（昭和４８年教育委員会規則第５号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「第１８条第２項」を「第１７条第２項」に改める。

第５条第１項及び第２項中「第１９条第３項」を「第１８条第３項」に改め、

同条第３項中「、上司」を「上司」に、「、社会教育主事」を「社会教育主事」

に、「たすける」を「助ける」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則

（案）

戸田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則（昭和６２年教育委

員会規則第５号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則

（案）

戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和５２年教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２６条第１項」を「第２５条第１項」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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管理職員等の範囲を定める規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

本則 （略） 本則 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

本庁 本庁

機関 職

（略） （略）

教育委員会事務局 教育長、教育部長、参事、参与、次長、副参

事、課長、担当課長、主幹、教育総務課にお

いて教育長の秘書及び人事業務を担任する副

主幹、学務課において県費負担教職員等の人

事業務を担任する副主幹

（略） （略）

機関 職

（略） （略）

教育委員会事務局 教育部長、参事、参与、次長、副参事、課長、

担当課長、主幹、教育総務課において教育長

の秘書及び人事業務を担任する副主幹、学務

課において県費負担教職員等の人事業務を担

任する副主幹

（略） （略）

別表第２ （略） 別表第２ （略）
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戸田市教育委員会公告式規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第２

項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の規程で

公表を要するもの（以下「規則等」という。）の公告式は、戸

田市公告式条例（昭和３６年条例第１４号）の規定を準用する。

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１５条第２項の規定に基づき、教育委員会

規則その他教育委員会の規程で公表を要するもの（以下「規則

等」という。）の公告式は、戸田市公告式条例（昭和３６年条

例第１４号）の規定を準用する。

第２条 （略） 第２条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会会議規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

目次

第１章 職務代理者（第１条・第２条）

第２章 会議（第３条―第１８条）

第３章 会議録（第１９条―第２２条）

附則

第１章 委員長及び職務代理者の選任方法 第１章 職務代理者

第１条 委員長の選挙は、会議に於て無記名投票により行い有効

投票の最多数を得た者（其の者が２人以上あるときはこれらの

うちからくじで定めたるもの）をもって当選人とする。

第２条 委員長が事故があるとき又は欠けたときは、先任の委員

（先任の委員が２人あるときはこれらの者のうち年長のもの）

が委員長の職務を代理する。

第１条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、委

員のうちから教育長が指名するものが教育長の職務を代理す

る。

第２条 職務代理者の任期は、１年とする。ただし、再任される

ことができる。

第２章 会議 第２章 会議

第３条 教育委員会の会議は地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第３条 教育委員会の会議（以下「会議」という。）は、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第４条 会議は委員長が必要であると認めるときに招集する。 第４条 会議は、教育長が必要であると認めるときに招集する。

２ 教育長は、委員の定数の３分の１以上の委員から会議に付議

すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞な

く、これを招集する。
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- 2 -

改正前 改正後(案）

第５条 会議の招集は会議開催の場所及び日時会議に付すべき事

件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第５条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付

すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第６条 各委員は各招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参

集しなければならない。

第６条 各委員は、各招集の当日指定の時刻までに指定の場所に

参集しなければならない。

２ 委員は招集に応ずることができないときはこの事由を具して

会議開会前までに委員長に届けでなければならない。

２ 委員は招集に応ずることができないときは、この事由を具し

て会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第７条 開会及び閉会は委員長がおこなう。 第７条 開会及び閉会は教育長が行う。

第８条 教育長は、戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規

則（昭和５２年教育委員会規則第１号）の規定により委任され

た事務の管理及び執行の状況について、必要に応じ、会議で報

告する。

第８条 会議はおおむね次の順序でおこなう。 第９条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会 (1) 開会

(2) 前会議録の承認 (2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告 (3) 教育長の報告

(4) 議事 (4) 議事

(5) 其の他 (5) その他

(6) 閉会 (6) 閉会

第９条 委員は動議を提出することができる。 第１０条 委員は、動議を提出することができる。

２ 動議が提出されたときは委員長は会議にはかってこれを議題

としなければならない。

２ 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題

としなければならない。

第１０条 動議を提出し又は討論しようとする者は、委員長の許 第１１条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の
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- 3 -

改正前 改正後(案）

可をえて発言しなければならない。 許可を得て発言しなければならない。

第１１条 議題の審議中は他の議題について発言することはでき

ない。

第１２条 議題の審議中は、他の議題について発言することはで

きない。

第１２条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするもの

は、委員長の許可する時間内において事情をのべることができ

る。

第１３条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者

は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができ

る。

第１３条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは会議には

かって採決しなければならない。

第１４条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に

諮って採決しなければならない。

第１４条 委員長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。 第１５条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

２ 委員長は必要があると認めるときは、会議にはかって記名又

は無記名の投票によって採決することができる。

２ 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は

無記名の投票によって採決することができる。

第１５条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。 第１６条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

第１６条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍

聴に関して必要なる事項は別に定める。

第１７条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴

に関して必要な事項は、別に定める。

第１７条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要

な事項は委員長が会議にはかって定める。

第１８条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な

事項は、教育長が会議に諮って定める。

第３章 会議録 第３章 会議録

第１８条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第１９条 会議録は委員長が事務局職員中より教育長の推せんす

るものを指名してこれを作成させる。

第１９条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名したものに

これを作成させる。

２ 会議録には出席委員及びこれを調整した職員が署名しなけれ

ばならない。

２ 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなけ

ればならない。
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改正前 改正後(案）

第２０条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならな

い。

第２０条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。

(1) 開会及び閉会に関する事項 (1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名 (2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 (3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨 (4) 教育長等の報告の内容

(5) 議題及び議事の大要 (5) 議題及び議事の内容及び審議経過

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名 (6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨 (7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその内容

(8) 議決事項 (8) 議決事項

(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項 (9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第２１条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があると

きは委員長はこれを会議にはかって決定する。

第２１条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があると

きは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第２２条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事

項は、委員長が会議にはかって定める。

第２２条 この章に定めるもののほか会議録について必要な事項

は、教育長が会議に諮って定める。

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会会議傍聴人規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

第１条 （略） 第１条 （略）

（傍聴人の制限） （傍聴人の制限）

第２条 委員長は、傍聴席に余裕がないときは、傍聴人の員数を

制限することができる。

第２条 教育長は、傍聴席に余裕がないときは、傍聴人の員数を

制限することができる。

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略）

（入場の禁止） （入場の禁止）

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。 第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。

(1) 凶器、棒その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそ

れのあるものを携帯している者

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれ

のあるものを携帯している者

(2) 掲示板、プラカードの類を携帯している者 (2) 掲示板又はプラカードの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機の類を携帯している者 (3) ラジオ、拡声器又は無線機の類を携帯している者

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略）

２ 委員長は、職員に傍聴人が前項第１号から第５号までに規定

するものを携帯しているか否かを質問させ、又は確認させるこ

とができる。

２ 教育長は、職員に傍聴人が前項第１号から第４号までに規定

するものを携帯しているか否かを質問させ、又は確認させるこ

とができる。

３ 委員長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、

その者の入場を禁止することができる。

３ 教育長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、

その者の入場を禁止することができる。

第６条・第７条 （略） 第６条・第７条 （略）

（違反に対する措置） （違反に対する措置）

第８条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、

注意を与え、なお従わないときは、その者に退場を命ずること

第８条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、

注意を与え、なお従わないときは、その者に退場を命ずること
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改正前 改正後(案）

ができる。 ができる。

２ 傍聴人は、委員長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場し

なければならない。

２ 傍聴人は、教育長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場し

なければならない。

第９条 （略） 第９条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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改正前 改正後(案）
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戸田市教育委員会事務局組織規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

（目的） （目的）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第１８条

第２項の規定に基づき、戸田市教育委員会事務局の内部組織（以

下「組織」という。）について必要な事項を定めることを目的

とする。

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第１７条

第２項の規定に基づき、戸田市教育委員会事務局の内部組織（以

下「組織」という。）について必要な事項を定めることを目的

とする。

第２条～第４条 （略） 第２条～第４条 （略）

（指導主事及び社会教育主事等の職務） （指導主事及び社会教育主事等の職務）

第５条 主任指導主事は、上司の命を受け、法第１９条第３項に

規定する指導主事の事務のうち、相当高度の知識、経験等を必

要とする困難な事務に従事する。

第５条 主任指導主事は、上司の命を受け、法第１８条第３項に

規定する指導主事の事務のうち、相当高度の知識、経験等を必

要とする困難な事務に従事する。

２ 指導主事は、上司の命を受け、法第１９条第３項に規定する

事務に従事する。

２ 指導主事は、上司の命を受け、法第１８条第３項に規定する

事務に従事する。

３ 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育法（昭和２４年

法律第２０７号）第９条の３に規定する事務に従事し、社会教

育主事補は、社会教育主事の職務をたすける。

３ 社会教育主事は上司の命を受け、社会教育法（昭和２４年法

律第２０７号）第９条の３に規定する事務に従事し、社会教育

主事補は社会教育主事の職務を助ける。

第６条 （略） 第６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会教育長に対する事務委任規則新旧対照表

改正前 改正後(案）

（目的） （目的）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１項の規定に基づき、

戸田市教育委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する

事務の一部を、戸田市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第１項の規定に基づき、

戸田市教育委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する

事務の一部を、戸田市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。

第２条・第３条 （略） 第２条・第３条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令（案）

戸田市教育委員会公印規程（昭和４０年教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。

別表埼玉県戸田市教育委員会委員長印の項及び埼玉県戸田市教育委員会委員

長職務代理者印の項を削る。

附 則

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。
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戸田市教育委員会公印規程新旧対照表

改正前 改正後(案）

本則 （略） 本則 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

名称 寸法

（ミリメー

トル）

ひな形 使用区分 管理者

（略） （略） （略） （略） （略）

埼玉県戸田

市教育委員

会委員長印

方２４mm 一般文書用 〃

埼玉県戸田

市教育委員

会委員長職

務代理者印

方２４mm 〃 〃

埼玉県戸田

市教育委員

会印

方２１mm 辞令用 〃

（略） （略） （略） （略） （略）

名称 寸法

（ミリメー

トル）

ひな形 使用区分 管理者

（略） （略） （略） （略） （略）

埼玉県戸田

市教育委員

会印

方２１mm 辞令用 〃

（略） （略） （略） （略） （略）
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議案第１１号

戸田市学童等災害共済条例を廃止する条例（案）

戸田市学童等災害共済条例（昭和４４年条例第２号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。

（経過措置）

２ 施行日前に発生した学童等の負傷、疾病、障害又は死亡に限り、戸田市学

童等災害共済条例第３条から第５条まで、第９条、第１１条及び第１２条の

規定は、なおその効力を有する。

３ 前項の規定による経理処理は、一般会計で行うものとする。

（戸田市学童等災害共済基金条例の廃止）

４ 戸田市学童等災害共済基金条例（昭和５６年条例第５号）は、廃止する。

（戸田市特別会計条例の一部改正）

５ 戸田市特別会計条例（昭和３９年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第１０号までを

１号ずつ繰り上げる。

1



戸田市特別会計条例新旧対照表

改正前 改正後(案）

（設置） （設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２

項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定め

る目的のため設置する。

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２

項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定め

る目的のため設置する。

(1) 学童等災害共済事業特別会計 学童等災害共済事業

(2)～(10) （略） (1)～(9) （略）

第２条 （略） 第２条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

2



議案第１２号

戸田市学童等災害共済条例施行規則を廃止する規則（案）

戸田市学童等災害共済条例施行規則（昭和４４年教育委員会規則第１号）は、

廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。

（経過措置）

２ 施行日前に発生した学童等の負傷、疾病、障害又は死亡に限り、戸田市学

童等災害共済条例施行規則の規定（第１条、第１０条及び第１１条の規定を

除く。）は、なおその効力を有する。
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（歳入） （単位：千円）

細節 ： ○

細々節 ： ・

14国庫支出金 148,265 △ 19,834 128,431 ◯02学校施設環境改善交付金（施設整備事業） △ 19,834

02国庫委託金

05教育費国庫補助金

02小学校費補助金

(教育総務課)

14国庫支出金 75,593 △ 10,073 65,520 ◯02学校施設環境改善交付金（施設整備事業） △ 10,073

02国庫委託金

05教育費国庫補助金

03中学校費補助金

(教育総務課)

18繰入金 0 52,834 52,834 〇01学童等災害共済事業特別会計繰入金 52,834

02特別会計繰入金

03学童等災害共済事業特別会計

繰入金

01学童等災害共済事業特別会計

繰入金

（学務課）

【補正理由】小学校２校の設備改修工事に伴う国庫補助金が内定または
交付決定されたことによる補正

【補正理由】中学校１校の設備改修工事に伴う国庫補助金が内定または
交付決定されたことによる補正

【補正理由】学童等災害共済制度廃止に伴う学童等災害共済事業特別会
計の廃止による補正

平成２６年度 一般会計 教育委員会関係 ３月補正予算（案）

款・項・目・節
補正前の額

（節）
補正額
（節）

計
（節）

説 明

4
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（歳出） （単位：千円）
節 ： 節

細節 ： ○

細々節 ： ・

10教育費 695,712 △ 106,240 589,472 節13委託料 △ 5,310

02小学校費 ・01新曽小学校設備改修工事設計業務 △ 1,999

02学校建設費 ・02戸田東小学校設備改修工事設計業務 △ 2,313

01小学校施設整備事業 ・03戸田南小学校設備改修工事監理業務 △ 488

01小学校施設整備事業 ・04喜沢小学校設備改修工事監理業務 △ 510

(教育総務課) 節15工事請負費 △ 100,930
・01戸田南小学校設備改修 △ 73,486
・02喜沢小学校設備改修 △ 27,444

【補正理由】契約差金が生じたことに伴う減額補正

10教育費 350,313 △ 53,162 297,151 節13委託料 △ 2,988

03中学校費 ・01新曽中学校設備改修工事設計業務 △ 2,478

02学校建設費 ・02笹目中学校設備改修工事監理業務 △ 510

01中学校施設整備事業 節15工事請負費 △ 50,174

01中学校施設整備事業 ・01笹目中学校設備改修 △ 50,174

(教育総務課) 【補正理由】契約差金が生じたことに伴う減額補正

10教育費 1,312 △ 356 956 節14使用料及び賃借料 △ 356

04社会教育費 ○使用料 △ 356

01社会教育総務費 【補正理由】Web会議システム契約の解除に伴う補正

05生涯学習事業

03サテライト大学事業

(生涯学習課)

平成２６年度 一般会計 教育委員会関係 ３月補正予算（案）

款・項・目・大事業・中事業
補正前の額
（中事業）

補正額
（中事業）

計
（中事業）

説 明

5



（歳出） （単位：千円）
節 ： 節

細節 ： ○

細々節 ： ・

平成２６年度 一般会計 教育委員会関係 ３月補正予算（案）

款・項・目・大事業・中事業
補正前の額
（中事業）

補正額
（中事業）

計
（中事業）

説 明

10教育費 416,882 △ 1,836 415,046 節13委託料 △ 1,836

06学校給食費 ・02給食受入業務 △ 1,836

01学校給食センター費 【補正理由】契約額確定により差金が生じたことに伴う補正

03学校給食センター管理運営費

01学校給食センター管理運営費

（学校給食課）

10教育費 585,102 △ 4,487 580,615 節13委託料 △ 4,487

06学校給食費 ・01調理業務 △ 4,487

02単独校給食費 【補正理由】契約額確定により差金が生じたことに伴う補正

01単独校調理場管理運営事業

01単独校調理場管理運営事業

（学校給食課）

6



（歳入） （単位：千円）

細節 ： ○

細々節 ： ・

01共済掛金収入 1,067 19 1,086 〇01学童等災害共済事業掛金収入 19

01共済掛金収入

01共済掛金収入

01共済掛金収入

（学務課）

02繰入金 2 51,785 51,787 〇01基金繰入金 51,785

02基金繰入金

01基金繰入金

01基金繰入金

（学務課）

（歳出） （単位：千円）
節 ： 節

細節 ： ○

細々節 ： ・

01事業費 1,664 51,964 53,628 節11需要費 △178

01事業費 節12役務費 △5

01事業費 節20扶助費 △687

01学童等災害共済事業 節28繰出金 52,834

01学童等災害共済事業

(学務課)

02予備費 160　　　 △160 0 節29予備費 △160

01予備費

01予備費

01予備費

01予備費

(学務課)

平成２６年度 学童等災害共済事業特別会計 ３月補正予算（案）

款・項・目・節
補正前の額

（節）
補正額
（節）

計
（節）

説 明

【補正理由】学童等災害共済制度廃止に伴う学童等災害共済事業特別会
計の廃止による補正

【補正理由】学童等災害共済制度廃止に伴う学童等災害共済事業特別会
計の廃止による補正

【補正理由】学童等災害共済制度廃止に伴う学童等災害共済事業特別会
計の廃止による補正

【補正理由】学童等災害共済制度廃止に伴う学童等災害共済事業特別会
計の廃止による補正

款・項・目・大事業・中事業
補正前の額
（中事業）

補正額
（中事業）

計
（中事業）

説 明

7
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（単位：千円）

総額 3,981,349 3,833,960 147,389 3.8%

教育委員会費 教育委員の報酬及び活動諸経費 3,666 3,603 63 1.7%

教育委員会事務局費
教育委員会事務局に係る各種協議会負担金及び連絡、調整、各種調査等の経費
第３次戸田市教育振興計画策定業務の経費

7,088 7,530 -442 -5.9%

小学校管理事務費 小学校の管理事務に伴う記念品及び事務用消耗品等の経費 2,979 2,742 237 8.6%

小学校施設管理費
小学校で使用する消耗品等の経費
光熱水費及び施設・設備の修繕、管理業務委託等の経費

451,506 452,773 -1,267 -0.3%

小学校備品購入費
小学校で使用する一般備品、教材備品等の経費

※新曽小学校の家庭科室収納戸棚・清掃用具入れを新調するための購入経費
37,161 30,170 6,991 23.2%

小学校施設整備事業
小学校の校舎、屋内運動場等の学校施設を長期間有効に使用できるように整備・改修

するための経費
※新曽小学校及び戸田東小学校の設備改修工事

733,634 695,712 37,922 5.5%

平成２７年度一般会計教育委員会関係予算（案）について

所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

教育委員会

教育総務課

8

17957
テキストボックス
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所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

中学校管理事務費 中学校の管理事務に伴う記念品及び事務用消耗品等の経費 2,524 1,937 587 30.3%

中学校施設管理費
中学校で使用する消耗品等の経費
光熱水費及び施設・設備の修繕、管理業務委託等の経費

205,033 205,115 -82 0.0%

中学校備品購入費
中学校で使用する一般備品、教材備品等の経費

※戸田中学校に走り高跳び用品一式を整備するための購入経費
15,567 16,993 -1,426 -8.4%

中学校施設整備事業
中学校の校舎、屋内運動場等の学校施設を長期間有効に使用できるように整備・改修

するための経費
※新曽中学校の設備改修工事

363,316 350,313 13,003 3.7%

入学準備金貸付事業
経済的な理由により入学準備金の調達が困難な保護者に入学準備金を貸付けするため

の経費
23,445 23,450 -5 0.0%

奨学資金貸付事業 経済的な理由により就学困難な者に奨学資金を貸し付ける経費 38,361 40,689 -2,328 -5.7%

1,884,280 1,831,027 53,253 2.9%

教育総務課

計
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所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

学校褒賞事業 学校医等への報償金及び感謝状等の経費 197 197 0 0.0%

学校教育事務費 小中学校通学区域審議会の報酬、各種負担金及び中学校学校選択制等にかかる経費 10,065 8,817 1,248 14.2%

就学援助事業 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費を支給するための経費 132,559 124,744 7,815 6.3%

学校保健事業 児童・生徒及び教職員の健康管理及び学校保健の運営に要する経費 27,754 26,920 834 3.1%

小学校管理運営費
小学校児童の健康管理及び教職員の病休等市費代替教諭、学校医や学校薬剤師等へ

の報酬及び特別支援学級や肢体不自由等への補助員の配置、児童の登下校の安全を守
るため交通指導員の配置などに要する経費

91,170 87,192 3,978 4.6%

中学校管理運営費
中学校生徒の健康管理及び教職員の病休等市費代替教諭、学校医や学校薬剤師等へ

の報酬、特別支援学級や肢体不自由等の補助員の配置、スキー教室等により養護教諭が
学校を留守にする際の教職員（看護師）の措置などに要する経費

19,486 19,584 -98 -0.5%

281,231 267,454 13,777 5.2%

学務課

計

10



所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

教育指導事務費
小・中学校に対して、国や県の教育指導方針及び市の教育指導方針の浸透を図るため

の経費
551 579 -28 -4.8%

学校教育指導事業

小・中学校の教育課程及び教育活動の指導強化を図るため、小学校へわくわくティー
チャー（小学校14名）、小学校学習支援サポーター（小学校12名）、中学校学習支援サ
ポーター（中学校16名）、本好きサポーター（小・中学校18名）、理科支援員（小・中学校12
名）の派遣のための経費
放課後の学習環境の一層の充実を図るため、インターネットに接続したパソコンを利用

し、家庭でもドリル学習等を行うことができる環境を整備するための経費

92,949 99,869 -6,920 -6.9%

生徒指導支援事業
中学校の生徒指導の充実を図るため、各中学校へすこやかサポーター（６名）の派遣及

び子どもの安全を守る活動のための経費
21,757 21,270 487 2.3%

教職員研修費 教職員の資質の向上及び校内研修体制に向けた支援のための経費 2,975 3,081 -106 -3.4%

小学校教育振興費

小学校における学習環境及び学習指導体制の充実と特色ある教育活動の振興を図るた
め、また、小学生が働くことの意味や社会の仕組みを理解することを目的として実施する職
業体験施設における体験活動を支援するための経費
※小学校教科書採択に伴う新デジタル教科書、教師用指導書、教師用教科書購入のた

めの経費

81,417 23,073 58,344 252.9%

中学校教育振興費
中学校における学習環境及び学習指導体制の充実と特色ある教育活動の振興を図るた

めの経費
22,050 20,193 1,857 9.2%

教育センター管理運営費
教育センターの機能発揮と学習機会の提供に係る施設及び設備の管理運営のための経

費
16,602 19,417 -2,815 -14.5%

就学・教育相談事業
発達障害等に係る幼児児童生徒の継続的な支援体制の充実を図る事業及び適正な就

学、教育相談、不登校児童生徒の学校復帰等の支援を行うための経費
※青山学院大学との包括連携事業「いじめ対応プログラム」のための経費

41,277 40,584 693 1.7%

研究・研修事業
今日的課題研修会や指導法に関する研修会など、教職員研修の充実を図るための経費
※青山学院大学との包括連携事業「英語教育連携事業」等のための経費

9,577 9,476 101 1.1%

ＡＬＴ事業
外国語教育の充実と小中学校の国際理解教育の推進のための経費
各小中学校へのＡＬＴ派遣のための経費

68,633 69,527 -894 -1.3%

357,788 307,069 50,719 16.5%

指導課

指導課
（教育センター）

計
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所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

学校給食センター運営委員会費 年２回開催する運営委員会の委員への報酬等に要する経費 163 163 0 0.0%

学校給食センター管理運営費

学校給食センター及び学校給食を管理運営する上で必要となる経費
・需用費 ： 食器、洗剤等消耗品、光熱水費、修繕料、賄材料費
・役務費 ： 衛生検査等手数料、食品の放射性物質測定手数料（給食センター分）
・委託料 ： 給食搬送業務、受入業務、給食センターを維持管理するための費用

438,982 426,123 12,859 3.0%

単独校調理場管理運営事業

単独校調理場（９校）を管理運営する上で必要となる経費（戸田第一小、戸田第二小、美
谷本小、笹目小、戸田東小、笹目東小、新曽北小、美女木小、芦原小）
・賃金 ： 市費による学校栄養職員等の配置
・需用費 ： 食器、洗剤等消耗品、光熱水費、修繕料、賄材料費
・役務費 ： 衛生検査等手数料、食品の放射性物質測定手数料（９校分）
・委託料 ： 調理業務、給食調理場を維持管理するための費用
・備品購入費 ： 給食備品を購入するための費用

571,727 585,102 -13,375 -2.3%

1,010,872 1,011,388 -516 -0.1%

学校給食課

計
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所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

社会教育委員費 社会教育委員12名（うち２名は小・中学校校長）の報酬及び活動諸経費 484 484 0 0.0%

社会教育指導員費 社会教育指導員の報酬等経費 1,433 1,414 19 1.3%

人権教育事業 人権に関する研修・啓発事業の企画及び人権意識の向上を図るための経費 1,886 2,091 -205 -9.8%

生涯学習事業 芦原小学校生涯学習施設管理運営、各種講座や市民大学事業などの経費 20,142 19,617 525 2.7%

公民館運営審議会費 公民館運営審議会委員１２名（うち２名は学校長）の報酬及び費用弁償などの経費 285 285 0 0.0%

上戸田公民館事業 3,003 4,920 -1,917 -39.0%

美笹公民館事業 2,674 2,682 -8 -0.3%

下戸田公民館事業 3,661 3,231 430 13.3%

新曽公民館事業 4,350 3,891 459 11.8%

文化財保護事業
文化財の保護、保存など文化財の活用を図り、市民の文化向上に資する事業に要する

経費
8,310 8,996 -686 -7.6%

少年自然の家管理運営事業
少年自然の家管理運営の指定管理料及び指定管理以外の修繕料、市用車リース料、富

士見町振興協力金など施設の維持管理に要する経費
50,136 52,731 -2,595 -4.9%

96,364 100,342 -3,978 -4.0%

社会教育指導員の報酬及び各種講座等の開催に伴う講師謝礼、パソコン講座運営業務
委託など公民館事業に要する経費

計

生涯学習課
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所管課 大事業名 主な事業内容 ２７年度予算額
〔Ａ〕

２６年度予算額
〔Ｂ〕

比較

増減額
〔Ａ〕－〔Ｂ〕＝〔Ｃ〕

増減率
〔Ｃ〕／〔Ｂ〕％

図書館管理運営費
図書館運営に係る、非常勤嘱託員の賃金、施設修繕、建物総合管理・図書館窓口・上

戸田分館指定管理料等26業務の委託、図書館システム事務機器等の賃借料、図書等の
購入に要する経費

284,895 252,744 32,151 12.7%

図書館・郷土博物館協議会費 協議会委員の報酬、費用弁償等に要する経費 216 216 0 0.0%

市史編さん事業
（款０２総務費 項０１総務管
理費 目０３市史編さん費）

諸家文書・行政文書・地域文献等の収集・整理・保存・活用、アーカイブズ･センターの運
営等に要する経費
政策経費として平成28年度（市制50周年）に向けての市史刊行事業の2年目（原稿の執

筆）

7,842 6,944 898 12.9%

郷土博物館運営費
展示室や収蔵庫等の維持管理、特別展・企画展や各種講座等の教育普及活動、歴史

民俗・自然史等資料の収集・整理・保存・活用、博学連携事業等に要する経費
30,890 31,957 -1,067 -3.3%

図書館・
郷土博物館
（彩湖自然

学習センター）

彩湖自然学習センター管理運営費

彩湖自然学習センター事業運営に係る、非常勤嘱託員の賃金、施設修繕、建物総合管
理委託等施設管理に係る経費
講座開催・博学連携事業等に要する経費

26,971 24,819 2,152 8.7%

350,814 316,680 34,134 10.8%

図書館・
郷土博物館
（図書館）

図書館・
郷土博物館

（郷土博物館）

計
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１総括

（歳入） 海

外

1

2

3

（歳出）

財産収入 繰入金 その他

1 217 -217

2 10,500 -4,319 81 6,100

3 1 -1

4 92 28 119 1

歳 出 合 計 10,810 -4,509 200 6,100 0 1

平成２７年度海外留学奨学事業特別会計予算（案）について

1 1 0

款 本年度予算額 前年度予算額

6,100 10,600 -4,500

繰 越 金

歳 入 合 計

6,301

款

総 務 費

事 業 費

海外留学奨学基金費

0

6,181

前年度予算額 比 較

-4,50910,810

0

予 備 費 120

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳

特定財源

財 産 収 入

繰 入 金

（単位：千円）

比 較

本年度予算額
一般財源

200 209 -9

6,301

15
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資料 ＮＯ．１

教育長の報告

平成２７年第１回教育委員会(定例会)

平 成 ２ ７ 年 １ 月 ２ ２ 日 ( 木 )

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室



１．教育長の報告

ページ

① 「戸田市学童等災害共済制度の廃止について（案）」に係るパブリックコメント実施結果に

ついて･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････当日配付

（学務課）

② 平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰について･････････････････････････････････････１

（学務課）

③ 卒業式・入学式等の日程について･････････････････････････････････････････････････････２

（学務課）

④ 平成２６年度戸田市教育フェスティバルの実施結果について･････････････････････････････３

（指導課）

⑤ 第２回生徒指導に関する調査の結果について･･･････････････････････････････････････････４

（指導課）

⑥ 戸田市いじめ撲滅強調月間の取組結果について･････････････････････････････････････････５

（指導課）

⑦ 平成２６年度文化財保護訓練・防火点検の実施について･････････････････････････････････６

（生涯学習課）

⑧ 第３８回戸田市公民館まつりの開催について･･･････････････････････････････････････････７

（生涯学習課）

⑨ その他



教育長の報告①

「戸田市学童等災害共済制度の廃止について（案）」

についての意見募集結果

意見募集期間 平成２６年１２月１０日（水）から

平成２７年１月８日（木）まで

パブリック・コメントを実施した結果、ご意見はありませんでした。

17957
テキストボックス
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教育長の報告②

平成２６年度 文部科学大臣優秀教職員表彰の受賞者

所 属 校 戸 田 市 立 美 谷 本 小 学 校

職 名 教 諭

ふりがな いとう としろう

氏 名 伊 藤 敏 郎

年 齢 ３７ 歳

分 野 外国語活動

実 績

外国語活動の指導において、新たな教材教具等の開発

を積極的に進めるとともに、ＡＬＴとの連携を充実させ、

児童が生き生きとした表情で英語でコミュニケーション

を図る授業を展開している。

表彰式
日時：平成２７年１月１９日（日）午後１時００分～１６：００

会場：メルパルク（東京都港区芝公園２－５－２０）

報道発表 平成２７年１月１３日（火）１４時

1



月／日（曜日） 時 刻 月／日（曜日） 時 刻 月／日（曜日） 時 刻

戸田第一小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １０：４０ ４／８（水） AM ８：３５

戸田第二小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １１：００ ４／８（水） AM ８：５０

新 曽 小 ３/２４（火） ＡＭ ９：２５ ４／８（水） ＡＭ １０：４５ ４／８（水） AM ８：３５

美谷本小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １０：４０ ４／８（水） AM ８：４０

笹 目 小 ３/２４（火） ＡＭ ９：２０ ４／８（水） ＡＭ １０：５０ ４／８（水） AM ８：４０

戸田東小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １０：４５ ４／８（水） AM ８：５０

戸田南小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １０：３０ ４／８（水） AM ８：４０

喜 沢 小 ３/２４（火） ＡＭ ９：２０ ４／８（水） ＡＭ １０：４５ ４／８（水） AM ８：５０

笹目東小 ３/２４（火） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １１：００ ４／８（水） AM ９：００

新曽北小 ３/２４（火） ＡＭ ９：２０ ４／８（水） ＡＭ １０：３０ ４／８（水） AM ８：４０

美女木小 ３/２４（火） AM ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １０：４５ ４／８（水） AM ８：４５

芦 原 小 ３/２４（火） AM ９：３０ ４／８（水） ＡＭ １１：００ ４／８（水） AM ８：４０

戸 田 中 ３/１３（金） ＡＭ ９：３５ ４／８（水） PＭ １：３０ ４／８（水） AM ９：００

戸田東中 ３/１３（金） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） PＭ １：４５ ４／８（水） AM ９：００

美 笹 中 ３/１３（金） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） PＭ １：３０ ４／８（水） ＡＭ ９：０５

喜 沢 中 ３/１３（金） ＡＭ ９：２０ ４／８（水） PＭ ２：００ ４／８（水） ＡＭ ９：１０

新 曽 中 ３/１３（金） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） PＭ ２：００ ４／８（水） AM ８：５０

笹 目 中 ３/１３（金） ＡＭ ９：３０ ４／８（水） PＭ ２：００ ４／８（水） ＡＭ ９：２０

※ 時刻は、開式の時刻です。

戸田市立小・中学校平成２６年度卒業式及び平成２７年度入学式等日時一覧表

学 校 名
平成２６年度卒業式 平成２７年度入学式

平成２７年度
前期・第１学期始業式

2
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- 1 -

平成２６年度戸田市教育フェスティバルの実施結果について

実施日時：平成２７年１月１３日（火）

１４：００～１６：３０

実施会場：戸田市文化会館大ホール

１ 参加人数

教職員 保護者等 来賓 合計

４５３名 ２８名 １３名 ４９３名

２ アンケートより抜粋

＜演奏発表について＞

・どの子も生き生きとした表情で、すてきな演奏だった。

・楽しそうに演奏したり踊ったりしている子供たちを見て、うれしくなった。

・小・中学校それぞれの特性や魅力が生かされ、とてもすばらしかった。演奏している子

供のように目を輝かせることのできる指導力をつけなければと思った。

＜講演について＞

・内容が日々の実践と重なり、大変勉強になった。

・より多くの子が学びやすい環境をつくるために、具体的にどのような見方や支援をすれ

ばよいのかを知ることができた。

・一人一人にあった支援を、明日から実践していきたい。

３ 当日の様子

美笹中の演奏とダンス 美女木小の演奏

講演会開会式

3
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第２回生徒指導に関する調査の結果について

１ 暴力行為の発生件数について
前年同期の合計発生件数

平成２５年度 平成２６年度 第１回調査
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
１４ ５ ３（－ 11） 15(＋ 10) ０ １２

２校 ５校 ０校 ４校

・小学校では、昨年同期との比較で大幅に１１件減少したのに対し、中学
校では、昨年同期との比較で大幅に１０件増加した。

・中学校では、第１回調査との比較で、３件増加と微増にとどまっている。
些細なトラブルから生徒間暴力に発展するケースを早期に発見し、対応で
きている結果である。

２ いじめの認知件数について
前年同期の認知件数

平成２５年度 平成２６年度 第１回調査
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

８ ４ ３（－５） ２（－２） ０ ０
３校 １校 ０校 ０校

・いじめの認知件数については、昨年同期と比べると、大幅に減少している。
各学校いじめ防止基本方針に基づいて、校内組織を活用し、いじめの早期
発見の意識が高まり、アンケート調査等の実施も増えて、小さなことでも
見逃さず、いじめに至る前に、対応ができている結果である。

・いじめが疑われる問題行動の件数は、小学校で６件、中学校では１件報告
されている。

３ ３０日以上の不登校児童・生徒数について
前年同期の合計人数

平成２５年度 平成２６年度 第１回調査
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
２０ ８０ 13（－ 7） 92(＋ 12) ２ ４４

６校 ６校 ２校 ６校

・小学校では１年生で０名、２年生２名、３年生で３名、４年生で２名、５
年生で１名、６年生で５名。不登校児童がいる学校は、昨年度より３校減
っている。第１回調査の２名から第２回調査１３名と急激に増加している。
この傾向は、昨年度と同じ状況である。

・中学校では１年生で２８名、２年生で３１名、３年生で３３名。第１回調
査の４４名から第２回調査には９２名となり、４８名増加している。

・保護者と連絡を密にとり、不登校児童生徒の実態把握に努めるとともに、教
育センター等の関係機関と連携をとり、個に応じて対応していくことが大
切である。

4

17957
テキストボックス
教育長の報告⑤



取 組 内 容 対 象 実施校数

学校長による講話

生徒指導担当や担任、県警による話

学校だより 学校長の講話内容・いじめ防止について

ＰＴＡだより 家庭教育充実７５３運動

代表委員の発表

ぽかぽか言葉の発表

ふわふわいっぱい運動

校内組織 心の教育プロジェクト部会 1

校内研修 いじめに関する研修会・学校いじめ防止基本方針 2

心のアンケート（いじめアンケート） 7

学級満足度調査 1

必要に応じて 全校児童 2

保護者のうち希望者・三者面談 保護者 2

道徳授業 「命」「友情」等に関する道徳授業 全学級 7

「言葉づかい」「あいさつ」「人との関わり方」

グループエンカウンター

ソーシャルスキルトレーニング

情報モラル教育 携帯電話教室 高学年児童 1

いじめ撲滅宣言の作成、発表

学校の課題・解決策についての話し合い

掲示物作成、掲示

「誓いの手」「ＨＡＰＰＹ ＴＵＲＮ」

スローガン作成

児童 4

教職員 1

ボランティア 1

たてわり活動 全校遠足・たてわり遊び・たてわり給食 全校児童 2

「埼玉県民の行動宣言」記入

ＮＨＫ「１００万人の行動宣言」記入

なかよし言葉 校内掲示 全校児童 1

いじめをなくすための標語の作成と掲示 2

人権標語の作成と掲示 2

講話 全校児童生徒 10

全家庭 6

朝会・集会 全校児童 4

5

学級活動 全学級 3

全校児童生徒 4

あいさつ運動 朝のあいさつ運動・ハイタッチ運動

アンケート 全校児童

教育相談

児童会・生徒会 全校児童生徒

標語

教職員

全校児童生徒

戸田市いじめ撲滅強調月間の取組結果について（集計結果）

情
報
収
集

全
体
指
導
・
啓
発
活
動

学
習
指
導

児
童
生
徒
に
よ
る
活
動

組
織

行動宣言

5
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教育長の報告⑦

平成２６年度文化財保護訓練・防火点検の実施について

１ 目 的

第６１回文化財防火デー（毎年１月２６日：法隆寺金堂壁画焼失の日）に関連して、

市内の貴重な財産である戸田市指定文化財を火災から保護することを目的とし、火災発

生時の初動体制の確認及び消火活動等の訓練を行う。また、市内寺社において防火設備

等の点検および文化財の保管状況等の調査を行う。

２ 日 時 平成２７年１月２６日（月）

保護訓練：午前９時３０分から１１時００分

防火点検：午後２時００分から３時２０分

３ 場 所 保護訓練： 笹目神社 （戸田市笹目 6-28-7）

防火点検： ①美女木八幡社 （戸田市美女木 7-9-1）

②徳祥寺（戸田市美女木 7-4-1）

③妙厳寺（戸田市美女木 2-27-4）

４ 参加機関 （１）戸田市消防本部・消防署

（２）戸田市消防団

（３）戸田市教育委員会 生涯学習課

（４）笹目神社、美女木八幡社、徳祥寺、

妙厳寺

５ 実施項目 保護訓練

（１）初期消火訓練（笹目神社関係者）

（２）通報訓練 （笹目神社関係者）

（３）避難訓練 （笹目神社関係者）

（４）ホース延長及び中継訓練

（５）文化財搬出訓練

（生涯学習課：文化財の確認、管理）

（６）傷病者搬出、搬送訓練

（７）一斉放水訓練

防火点検

（１）防火設備の点検（消防本部予防課）

（２）文化財保管状況調査（生涯学習課）

H25 一斉放水訓練（常福寺）

H25 防火点検（正覚院）

H25 文化財搬出訓練（常福寺）

6
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第38回美笹公民館まつり平成27年2月21日(土)・22日(日)

.展示・参加
--

発表

21日

一

22日

-

1

階

玄関ロピー 公民館事業、 生け花(美笹古流生花サークル 師匠作品

展示)、市民参加環境フェスタ(EM菌によるプランター植

物展示)

第1会議室 環境フェスタ(EM菌による環境浄化と生ゴミリサイクル)

2

階

ロビー・廊下
山水画(戸田墨戯会)、書道(龍風会)、活動発表(美笹料

理サークル)

親子広場 子どもあそび教室

料理室 お茶会(男の茶道紫野会(2月21日)) 一

第2会議室 七宝焼(美笹七宝焼同好会)七宝焼の体験講習

3

階

講習益室 小中学校の児量生徒の作品(美笹地区小学校4校、中学校
2校)、絵手紙(西部絵手紙教室)

第3会議室 生け花(美笹古流生花サークル)

お茶サービスコーナー(2月22日はセノレフ)

茶華道室 お茶会(みささ会(2月22日))

1 時間 内容

110:00～10:55 カラオケ大会

1 1 : 00～11 : 30 美谷本小学校生徒による合唱

11 : 35～12 :O5 南稜高校邦楽部による演奏

12 : 30～12 :45
■

マジック手品ショー 1
12 : 50～13 : 10 リズム体操 笹目7丁目・美女木6丁1町会 1

リズム体操普及ボランティアはぎの会 113: 10～13 :40

13 :45～14: 20 新舞踊(木下社中) l
14: 25～14: 55 フラダンス(レファ一)

15 : OO～16 :00 民謡(美笹地区同好会)

時間 内容

10: 00～11 : 00 男ラオケレッスン 美゛笹カラオケサークル講師
曲目:「雨の港町」 サークル発表(キム・ヨンジャ)

11 :OO～11 :30 美笹カラオケ同好会

1il:35～12:05 さくら草ハーモニカ愛好会

13゛: 00～13 : 30 美笹中学校「吹奏楽部」演奏

13 :40～14: 10 新舞踊(静寿会) 1

17957
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l

114:??0?γ(±:50 ヲラワーコール(コーラス)
]]15:00～16:001TODAダンスクラブ、美笹ダンスサークル

花水木ダンスクラブ、フリータイム(みんなで踊ろう)



第38回新曽公民館まつり平成27年2月28日(土)・3月1日(日)

発表

展示

階 会場  展示内容(サークル名等)

」
玄関ロビー 生花【春草流生花サークル】

機能回復訓練室 手掘り絵【伊勢型紙サークル】

講習会室
パッチワーク【新曽パッチワークサークル】

書道【翠新会書道サークル(木曜会・夜の部)】

第1会議室 和裁【針々サークル】、藍染【藍の会】※一般参加

立 楽 室日 絵手紙【絵手紙あじさいの会】

ロビー・廊下
俳句【麦の目俳句会】

絵画・書写【新曽地区小中学校児童生徒作、品】

3 ロ ビ ー 生花【春草流生花サークル】

1-“““ 2/28(土) 3/1(日)

10 : 30～

1 1 : 05

大正琴

【大正琴愛好会】

10 : 00～

10 : 30

詩吟

【楠新会】

1 1 : 15～

1 1 : 50

太極拳 1
【新曽太極拳クラブ】

10 : 30～

1 1 : O5

女声合唱

【戸田フラウェン・コ

ール】

1 1 : 50～

12 : 25

着付

【戸田着付サークル】
1 1 : 05～

1 1 : 25

レクリエーショ゛ンダ

ンス

【レクリエーションダンス・フ

レンズ】

12 : 25～

1] ::: 二 ;:; ;:;

女声合唱 [
【戸田女声合唱団】 1

1 1 : 25～

12 : 45

カラオケ

【新曽歌謡サークル】

【コスモス】※一般参

加

12 : 55～

13 : 35

カラオケ

【小鳩会】
12 :45～

14 : 10

カラオケ

【シクラメン歌謡会】

【さくら愛唱会】,
13 : 35～

14 : 15

カラオケ

【KSDカラオケ交友
会】

」14 : 10～15 : 55

カラオケ

【市民歌謡サークル】

14 : 15～

16 : 00

カラオケ h

【新曽カナリャ歌謡サークル1
(昼の部)】

【新曽カナリャ歌謡サークル1

(夜の部)】

【新曽さくらんぼ歌謡サー

クル】

]



第38回上戸田公民館まつり平成27年3月7日(土)・8日(日)

展示

I

発表

参加

7日

8日

会場 展示内容(サークル名等)階

巨 玄関ホール
公民館講座作品展示(クリスマスリース・植物画・一眼レフ写1

真、津軽こぎん刺し、スラッシュラグ、染色・マイ地球儀.卆ど)1

2

第3会議室 絵手紙i土爾絵手紙サークル“J上戸田絵手紙ルビーの会)一

講習会室

書道(楽書会)、ペン&淡彩画(ペン&淡彩画サークル)

洋菓子(パンとケーキ戸田クラブ)

健康と食生活(戸田市食生活改善推進員会)

2・3 各階通路 図画(戸田第一小学校・戸田南小学校)

3 第2会議室 水墨画(陽水会)、絵画(虹彩会)

時間 3/7(土) 3/8(日)

10 : 20～

1 1 : 30

竿曲

(初音会)

大正琴

(千鳥会) L

1 1 : 45～

12 : 55

フォークダンス

(あかしやフォークダンス)

社交ダンス

(戸田さくらダンスクラブ)

13 : 10～

14 : 20

社交ダンス

(さくらダンスクラブ)

キッズダンス

(台風一家)

14 : 35～

1 5 : 45

日舞

(日舞樹扇会)

ギター

(戸田ギターサークル)

階 会場 内容 時間

2 茶華道室 お茶会(表千家宗光会) 10 : 30～

3 第一会議室 囲碁大会(戸田市囲碁同好会) 10″: 00～15 : 30

階 会場 内容 時間

2 茶華道室 お茶会(裏千家一絵会) 10 : 30～

3 第1会議室 将棋大会(将棋連盟) 10 : 00～16 : 00



第38回下戸田公民館まつり平成27年3月14日(土)・15日(日)

展示・販売・参加

発表

14日

15日

他多数発表あり

階 会場 サークル名 内容

2

小会議室 アートフラワーサークル 展示・販売

中会議室 さくら絵手紙の会 展示

大会議室
戸田藍玉の会 展示・販売(藍染) :

--- I. .,.

東部パッチワーク・サークル 展示

ロビー いきいき15会 展示・実習(絵手紙)

3

サークル室 袋物サークル 展示・販売

工芸室
陶芸サークル 展示・販売

東部七宝サークル虹の会 展示・実習・販売

第一音楽室
東部パレットサークル 展示(油絵)

とだ写真研究会 展示

時間 会場 サークル名 内容

10 : 00～11 : 00 体育室 太極拳サークル 太極拳

10 : 00～12 : 00 いこいの室 ふれあい体操クラブ ふれあい体操

10 : 00～15 : 00 茶華道室 裏千家五月会 お茶会

1 1 : 30～12 : 00 体育室 にこにこふれあいク

ラブ

タオル体操

翳 11 : 00～11 : 30 集会室 人形劇つくしんぼ 人形劇公演、展示

14: OO～16 : 00 体育室 フレンズ・オブ・イ

ースト

ソフトバレー体

験

時間 会場 サークル名 内容

10 : 00～15 : 00 茶華道室 江戸千家景千会 お茶会

10 : 00～16 : O0 第二音楽室 あすなろの会 紙芝居・折り紙

10 : 20～10 : 50 いこいの室 八千代海 大正琴の演奏

11 : 10～12 : 00 いこいめ室 東部吟友会 詩吟

1 1 :40～12 : 00 体育室 プルメリア

フラ・アヌヘア

レア・レア

フラダンス

114:00～14:30 集会室 人形劇つくしんぼ 人形劇公演、展示



教育長の報告⑨

戸田市立図書館貸出券交付申請における代理人申請手続に関する要領

（趣旨）

第１条 この要領は、戸田市立図書館条例施行規則（昭和５８年教委規則第３

号。以下「規則」という。）第７条に規定する貸出券の交付に関する手続を

代理人が行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

（代理人申請）

第２条 貸出券の交付を代理で受けようとする者は、規則第７条に規定する書

類及び本人が作成した代理人選任届（別記様式）を提出しなければならない。

（その他）

第３条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

附 則

この要領は、平成２７年１月８日から施行する。

かし だし けん

貸 出 券

バーコード欄

な ま え

名 前
又 は
団体名

戸田市立図書館

https://library.toda.saitama.jp

この券を拾われた方は、戸田市立図書館

までご連絡下さい。

17957
テキストボックス
（当日配付資料）



別記様式（第２条関係）

代理人選任届

年 月 日

（宛先）

戸田市立図書館・郷土博物館長

申請者 住 所

氏 名

私は（ ）の理由により、戸田市立図書館において、自

ら貸出券交付申請手続をすることができないので、下記の者を代理人と定め、

戸田市立図書館の貸出券交付申請手続の権限を委任します。

代理人 住 所

氏 名

※ 申請者本人の住所・氏名の確認ができる書類（複写したものは不可）を持

参してください。申請者が、本市に通勤又は通学する者の場合は、勤務先又

は学校の所在地が確認できる書類（複写したものは不可）も持参してくださ

い。

※ 貸出券の更新の場合は、申請者本人の貸出券を持参してください。


